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新型コロナウイルス感染拡大防止臨時支援金の申請期間について 

～支援金申請お忘れではないですか？～ 

 
新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、４月 16 日、国の緊急事態宣言の全国拡大により、

滋賀県全域が緊急事態措置の実施区域となったことを踏まえ、滋賀県では感染拡大を防止するた

め、事業者の皆様に施設の使用制限や施設の営業時間の短縮（以下「休業等」といいます。）へご

協力をお願いしました。 

 この依頼に応じて、休業等の対象となる施設（ 以下「対象施設」といいます。）で事業を営む方

で、休業等に全面的に協力いただいた県内中小企業および個人事業主等の皆様に対して、「新型コ

ロナウイルス感染拡大防止臨時支援金」の支給事務を行っています。 

申請期限は６月 26 日（金）となっており、残すところ 10 日となりましたので、改めてお知らせ

します。 

記 

 

１ 申請期限 

 申請期限は６月 26 日（金）となっております。申請漏れがないようお願いいたします。 

  【郵送の場合】６月 26 日（金）の消印有効。必ず、簡易書留で郵送願います。 

【オンライン申請の場合】６月 26 日（金）17 時 00 分までに送信を完了願います。 

 

２ 体制 

 本事業を円滑に進めるため、令和２年５月７日（木）付けで、滋賀県新型コロナウイルス感染症

対策本部の経済・雇用対策班内に、臨時支援金支給チームを設置し、業務を開始。 

 ６月 15 日（月）現在、約 50 名で業務に従事。 

 

３ 設置場所 

 滋賀県危機管理センター３階 オペレーションルーム 

 

４ 申請件数及び支給（振込）決定件数 

 郵送 3,695 件、オンライン申請 3,041 件、合計 6,736 件（６月 15 日（月）16 時現在） 

 ６月 22 日（月）までに 5,253 件、8 億 7,960 万円の支給（振込）を決定済み 

 

５ 申請について 

 下記ホームページをご参照ください。 

  https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/shigotosangyou/syougyou/311612.html 

 

６ 問い合わせについて 

 滋賀県新型コロナ対策相談コールセンター 

電話番号 ０７７-５２８-１３４４（開設時間：９：００～１７：００（平日のみ）） 

 

 ※ 臨時支援金支給チームは、個人情報・企業情報等を取り扱うため、直接の取材は御遠慮くだ

さい
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